
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年８月４日 １０時３０分ごろ 

発生場所 広島県尾道市岩子
い わ し

島西方沖 

 長太夫礁
ちょうだゆうしょう

灯標から真方位０７３°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.６′ 東経１３３°０９.２′） 

事故の概要  水上オートバイ信長
のぶなが

丸は、西南西進中、低速力で南進中のプレジャ

ーボートアサカに衝突した。 

事故調査の経過 令和元年８月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート アサカ、５トン未満（長さ８.５ｍ） 

   ２８０－３８２５８広島、サンセイジェネリック株式会社 

Ｂ 水上オートバイ 信長丸、０.１トン 

   ２７３－１３２１９広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、家族１人を乗せ、クルージング

の目的で南進していた。 

船長Ａは、左舷船尾方から水上オートバイが高速で接近してきたの

で危険を感じ、速力を落として同オートバイを先に行かせたところ、

左舷船尾方からＡ船に向けて航行するＢ船を認めた。 

 Ａ船は、約１ノットの速力（対地速力、以下同じ。）となった時、

その左舷船尾部にＢ船が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、海水浴場を出発し、船長Ｂが、

出発時に船首方に他船を認めなかったので、Ｂ船の右舷船首部にある

冷却用排水口からの水の出具合や両手にはめたグローブの状況を気に

しながら徐々に加速し、約４０km/h の速力で西南西進した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、顔を上げたところ、船首方至近にＡ船を認めて

とっさ
．．．

に右転したものの、その左舷船首部がＡ船に衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが左舷船尾方から高速で接近してきた水上オートバ

イに危険を感じ、速力を落として南進中、Ｂ船が衝突したものと考え

られる。 



Ｂ船は、西南西進中、船長Ｂが、右舷船首部にある冷却用排水口か

らの水の出具合や両手にはめたグローブの状況を気にしながら航行し

たことから、速力を落として南進中のＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船に

衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、出発時に船首方に他船を認めなかったことから、周囲に

他船はいないと思い、右舷船首部にある冷却水用排水口からの水の出

具合や両手にはめたグローブの状況を気にしながら航行したものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、西南西進中、船長Ｂが、周囲に他船はいないと

思い、右舷船首部にある冷却用排水口からの水の出具合や両手にはめ

たグローブの状況を気にしながら航行したため、速力を落として南進

中のＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、周囲に他船がいないと思わず、継続して適切な

見張りを行うこと。 

 


